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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第83期
第１四半期
累計(会計)期間

第82期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高（百万円） 15,398 68,975

経常利益（百万円） 391 1,986

四半期（当期）純利益（百万円） 379 1,895

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ －

資本金（百万円） 4,291 4,291

発行済株式総数（千株） 35,882 35,882

純資産額（百万円） 7,809 7,527

総資産額（百万円） 35,335 35,039

１株当たり純資産額（円） 217.11 209.34

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
10.60 52.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
10.54 52.67

１株当たり配当額（円） － 7.00

自己資本比率（％） 22.0 21.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△160 △2,339

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△30 64

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
633 △1,521

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
5,521 5,079

従業員数（人） 530 509

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載していない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。
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２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 530  

　（注） 従業員数は就業人員数である。なお、臨時従業員数は含まれていない。
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第２【事業の状況】
 (注)「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

　１【受注高、売上高及び繰越工事高の状況】

(1)　受注工事高、売上高、繰越工事高

当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

種類別
期首繰越
工事高
（百万円）

期中受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

期中売上高
（百万円）

期末繰越工事高
（百万円）

建設事業      

建築工事 46,602 17,779 64,381 15,161 49,220

土木工事 148 312 461 4 456

計 46,751 18,091 64,843 15,166 49,676

不動産事業 － － － 232 －

合計 46,751 18,091 64,843 15,398 49,676

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

種類別
期首繰越
工事高
（百万円）

期中受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

期中売上高
（百万円）

期末繰越工事高
（百万円）

建設事業      

建築工事 44,792 69,235 114,028 67,425 46,602

土木工事 221 478 700 551 148

計 45,014 69,714 114,728 67,976 46,751

不動産事業 － － － 998 －

合計 45,014 69,714 114,728 68,975 46,751

　（注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高に

その増減額を含む。したがって、期中売上高にもかかる増減額が含まれる。

２．期末繰越工事高は、（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中売上高）に一致する。

(2）受注工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

建築工事 745 17,034 17,779

土木工事 2 310 312

計 747 17,344 18,091

(3）売上高

期別 種類別 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

建設事業    

建築工事 114 15,046 15,161

土木工事 － 4 4

計 114 15,051 15,166

不動産事業 － 232 232

合計 114 15,283 15,398

　（注）１．完成工事高のうち請負金額が５億円以上の主なものは、次のとおりである。

㈱松原興産 京一七条店新築工事 
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イズミヤ㈱ イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店新築工事

㈱オークワ オーデリカファクトリー和歌山新築工事

㈱渋谷興産 オーケー町田森野店新築工事

東急不動産㈱ クオリア戸越銀座新築工事

　　　　２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりである。

当第１四半期会計期間 ㈱松原興産 3,084百万円　 20.3％ 

(4）繰越工事高（平成20年６月30日現在）

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

建築工事 3,703 45,517 49,220

土木工事 2 454 456

計 3,705 45,971 49,676

　（注） 繰越工事のうち請負金額が５億円以上の主なものは、次のとおりである。

ＪＦＥ都市開発㈱ （仮称）蘇我スポーツ公園前ＳＣ計画新築工事 平成20年７月完成予定

㈱マイカル・片倉工業㈱　
松江片倉フィラチャー（松江サティ店舗棟）

　　　　　　　　　　　　　　　　　増築工事　
平成20年９月完成予定　

住友不動産㈱ （仮称）田無町５丁目計画新築工事 平成20年10月完成予定

防衛省　北関東防衛局　 陸自木更津（19）整備場Ａ新設建築工事　 平成21年11月完成予定　

㈱モリモト　 （仮称）モリモトＭＭ21-43街区計画　 平成22年１月完成予定　
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２【経営上の重要な契約等】

    　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期におけるわが国経済は、原油高や原材料価格の高騰並びに円高や株式市況の低迷等の影響により、

企業の設備投資は引き続き減少しており、景気の減速感がさらに強まってまいりました。

　建設業界におきましては、公共投資の減少、住宅市場の低迷、建設資材及び労務費の高騰など経営環境は一層厳し

さを増す状況となっております。

　このような状況のもとで当社は、積極的にコア事業である「商業施設」の建築及び内改装工事等の受注拡大を継

続して推し進めてまいりました。

　この結果、当第１四半期の売上高は153億９千８百万円となりました。

　営業利益は４億５百万円、経常利益は３億９千１百万円、四半期純利益は３億７千９百万円となりました。

 

事業の種類別業績は以下のとおりであります。

　

（建設事業）

受注・価格競争が激化する厳しい経営環境において、商業施設関連工事の受注拡大及び企画提案型営業の拡大な

どに取り組んでまいりました結果、受注高、完成工事高及び完成工事総利益は順調に推移いたしました。

　業績につきましては、受注高は180億９千１百万円となり、その内訳は建築工事98.3％、土木工事1.7％であります。

　完成工事高は151億６千６百万円となり、その内訳は建築工事がほぼ100.0％であります。

　また、次期への繰越工事高は496億７千６百万円となりました。

　損益につきましては、完成工事総利益は８億８千６百万円となりました。

　

（不動産事業）

不動産事業売上高は賃貸収入のほか、販売用不動産の処分による売却収入もあり、２億３千２百万円となりまし

たが、不動産事業総利益は販売用不動産の評価損を計上したことから、１千２百万円となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは１億６千万円の収支マイナスとなりました。主なプラス要因は、税引前四

半期純利益３億９千３百万円、未成工事支出金の減少６億９千７百万円、未成工事受入金の増加１億４百万円、その

他（未払費用等）の増加５億２千４百万円、主なマイナス要因は仕入債務の減少10億８千８百万円、売上債権の増

加５億５千５百万円、賞与引当金の減少２億３千６百万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、３千万円の収支マイナスとなりました。これは、投資有価証券の取得によ

る支出３千３百万円が主な要因であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは６億３千３百万円の収支プラスとなりました。主なプラス要因は、長期借入

金の借入による収入５億円、短期借入金の純増加額６億円、主なマイナス要因は長期借入金の返済による支出２億

９千３百万円、配当金の支払額１億７千２百万円であります。

  この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は期首残高より４億４千２百万円増加し、55億２千１百万円とな

りました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はない。

　

(4）研究開発活動

　　研究開発活動は特段行われていない。

　

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

四半期報告書

 6/23



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、重要な設備の新設及び除却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 111,200,000

計 111,200,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 35,882,000 35,912,000

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

―

計 35,882,000 35,912,000 ― ―

　（注） 提出日現在発行数には、平成20年８月１日以降の新株予約権の行使により発行されたものは含まれていない。

（2）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを

平成16年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 112

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 112,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 175

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から

平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　　 175

資本組入額　　　 　88

新株予約権の行使の条件

被付与者が権利行使時においても当社又は当社の関係会

社の取締役、監査役又は、従業員であることを要する。相続

人による権利行使は認められない。その他の条件は当社と

被付与者との間で締結する契約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行

することを平成17年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―
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第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
平成17年６月30日から

平成37年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　　　 1

資本組入額　　　　  1

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

３年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

③　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成18年６月29日の定時株主総会において決議されたもの。

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
平成19年２月１日から

平成39年１月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注）1

発行価格 　　 　  337

資本組入額     　 169

新株予約権の行使の条件　（注）2

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

３年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１. 発行価格は、新株予約権の払込金額336円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額336円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとして

いる。

　　２. 平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の

取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。
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④　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成19年６月28日の定時株主総会において決議されたもの。

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 70

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 70,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
平成20年６月25日から

平成39年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　（注）1

発行価格 　　 　  268

資本組入額     　 134

新株予約権の行使の条件　（注）2

被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から

３年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使

は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認

める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契

約に定める。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．発行価格は、新株予約権の払込金額267円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額267円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとして

いる。

　　２. 平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の

取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。

（3）【ライツプランの内容】

 該当事項なし。

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千
円）

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

　

― 35,882,000 ― 4,291,512 ― 176,483

　（注） 平成20年７月１日から平成20年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が30,000株、資本

金が3,034千円、資本準備金が3,024千円それぞれ増加している。

（5）【大株主の状況】

　大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。
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（6）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿により記載している。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 72,000　 － －　

完全議決権株式（その他） 普通株式 35,613,000 35,613 －

単元未満株式 普通株式　  197,000 －
１単元（1,000株）

未満の株式  

発行済株式総数 35,882,000 － －

総株主の議決権 － 35,613 －

　（注）１．完全議決権株式（自己株式等）欄は、全て当社保有の自己株式である。

２．完全議決権株式（その他）欄には、証券保管振替機構名義の株式5,000株（議決権の数５個)が含まれている。

３．単元未満株式には、当社保有の自己株式621株が含まれている。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数

 （株）

他人名義
所有株式数

 （株）

所有株式数
の合計

 （株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社イチケン
神戸市中央区浜辺

通２-１-30
72,000 － 72,000 0.20

計 － 72,000 － 72,000 0.20

　（注）　第１四半期会計期間末の自己株式数は、74,572株である。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 229 258 215

最低（円） 203 202 167

　（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）

に準じて記載している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がないので、四半期連結財務諸表を作成していない。
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１【四半期財務諸表】
（1）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,521 5,079

受取手形・完成工事未収入金 14,457 14,006

未成工事支出金 7,402 8,099

その他 901 1,375

貸倒引当金 △137 △266

流動資産合計 28,146 28,294

固定資産

有形固定資産 ※1
 4,378

※1
 4,410

無形固定資産 64 65

投資その他の資産

その他 3,145 2,564

貸倒引当金 △400 △295

投資その他の資産計 2,745 2,269

固定資産合計 7,189 6,745

資産合計 35,335 35,039

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 16,693 17,782

短期借入金 1,933 1,302

未払法人税等 11 41

未成工事受入金 4,563 4,459

引当金 447 673

その他 977 527

流動負債合計 24,627 24,786

固定負債

長期借入金 1,450 1,275

退職給付引当金 695 697

その他 751 753

固定負債合計 2,898 2,726

負債合計 27,525 27,512
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,291 4,291

資本剰余金 176 176

利益剰余金 2,861 2,732

自己株式 △14 △14

株主資本合計 7,314 7,186

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 459 309

評価・換算差額等合計 459 309

新株予約権 35 30

純資産合計 7,809 7,527

負債純資産合計 35,335 35,039
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（2）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 15,398

売上原価 14,499

売上総利益 899

販売費及び一般管理費 ※
 493

営業利益 405

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 8

その他 1

営業外収益合計 11

営業外費用

支払利息 21

その他 4

営業外費用合計 25

経常利益 391

特別利益

貸倒引当金戻入額 24

特別利益合計 24

特別損失

投資有価証券評価損 19

その他 2

特別損失合計 22

税引前四半期純利益 393

法人税、住民税及び事業税 4

法人税等調整額 9

法人税等合計 13

四半期純利益 379
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（3）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 393

減価償却費 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 33

工事損失引当金の増減額（△は減少） △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21

賞与引当金の増減額（△は減少） △236

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 21

投資有価証券評価損益（△は益） 19

売上債権の増減額（△は増加） △555

販売用不動産の増減額（△は増加） 49

未成工事支出金の増減額（△は増加） 697

仕入債務の増減額（△は減少） △1,088

未払消費税等の増減額（△は減少） △80

未成工事受入金の増減額（△は減少） 104

その他 524

小計 △141

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △21

法人税等の支払額 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー △160

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2

無形固定資産の取得による支出 △1

投資有価証券の取得による支出 △33

その他 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △30

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 600

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △293

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △172

財務活動によるキャッシュ・フロー 633

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 442

現金及び現金同等物の期首残高 5,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,521
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項なし。

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項なし。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　該当事項なし。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,218百万円であ

る。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,204百万円であ

る。

２．偶発債務

（1）分譲マンション手付金の前金保証に対する連

帯保証

２．偶発債務

（1）分譲マンション手付金の前金保証に対する連

帯保証

  ㈱ジョイント・コーポレー

ション

60百万円

　その他２社 12　

　計 73

（2）当社は、過去に施工した建築工事（平成２年３

月竣工、共同企業体構成員としての当社持分　工事価

格６億８百万円）の瑕疵を理由として、当該工事の

発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立て

を受けている。なお、現時点では仲裁による当社負担

額を予測することは出来ない。

　

  ㈱ジョイント・コーポレー

ション

44百万円

　計 44

（2）当社は、過去に施工した建築工事（平成２年

３月竣工、共同企業体構成員としての当社持分　工

事価格６億８百万円）の瑕疵を理由として、当該工

事の発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の

申立てを受けている。なお、現時点では仲裁による

当社負担額を予測することは出来ない。

３．受取手形割引高 1,324百万円

　

３．受取手形割引高 2,342百万円

　 ４．貸出コミットメント契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。

　これら契約に基づく当第１四半期会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入

未実行残高等は次のとおりである。

 当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

2,800 百万円

 借入実行残高 600  

 差引額 2,200  

 　　　なお、コミットメント契約については、財務制限条項

が付されている。

　 ４．貸出コミットメント契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。

　これら契約に基づく当事業年度末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次のとおりである。

 当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

2,800 百万円

 借入実行残高 ―  

 差引額 2,800  

 　　　なお、コミットメント契約については、財務制限条項

が付されている。

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりである。

従業員給与手当　　　194百万円

賞与引当金繰入額　　 19百万円

退職給付費用　　　　　9百万円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金預金勘定 5,521百万円

現金及び現金同等物 5,521

（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　35,882千株

　

　２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　74千株

　

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　35百万円

　

　４．配当に関する事項

     　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 250 7.00  平成20年３月31日  平成20年６月30日

利益剰余

金

　５．株主資本の金額の著しい変動

当第１四半期累計期間における剰余金の配当については、「４．配当に関する事項」に記載している。

なお、この他に該当事項はない。

（有価証券関係）

　　　　当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）

　　　　　前事業年度の末日と比較して著しい変動がないため記載していない。

（デリバティブ取引関係）

  当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）

　  該当事項なし。

（持分法損益等）

  当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　  該当事項なし。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　重要性が乏しいため記載していない。

　

（企業結合等関係）

  当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　  該当事項なし。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 217.11円 １株当たり純資産額 209.34円

２．１株当たり四半期純利益等

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益 10.60円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益
10.54円

　（注）　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益  

四半期純利益（百万円） 379

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 379

期中平均株式数（千株） 35,808

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  

四半期純利益調整額（百万円） ―

普通株式増加数（千株） 188

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度

末から重要な変動があったものの概要

　―

（重要な後発事象）

　　該当事項なし。
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（リース取引関係）

  当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　  前事業年度末と比較して著しい変動がないため記載していない。

２【その他】

　該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成２０年８月８日

株式会社イチケン   

取締役会　御中   

　 監査法人　トーマツ 　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 梶浦　和人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士
後藤　紳太郎　
　　

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 秦　一二三  

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イチケ

ンの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第８３期事業年度の第１四半期累計期間（平成２０年４月１日

から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イチケンの平成２０年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　注記事項（四半期貸借対照表関係）の偶発債務に記載されているとおり、会社は過去に施工した建築工事の瑕疵を理由と

して、当該工事の発注者から仲裁の申立てを受けている。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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